
平成 29年 10 月 10 日   

障害福祉サービス等事業者の皆様へ 

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部   

障がい福祉課（企画調整担当）     

障がいのある方の雇用促進等のお願い 

 札幌市においては、障がいのある方の雇用や就労を支援するため、様々な施策を行っ

ております。貴法人におかれましては、障害福祉サービス事業等を行うことにより、障

がいのある方の生活支援や就労支援に取り組んでいただいておりますが、法人として障

がいのある方の雇用促進等につきましても、ご理解とご協力いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

記 

１ 障がいのある方の雇用促進等について 

(1) 障がい者の法定雇用率が引き上げについて（労働局資料） 

平成 30年 4月 1日から法定雇用率が 0.2％引き上げになり民間企業では 2.2％にな

ります。また、対象となる事業所主の範囲が、従業員 45.5 人以上に広がります。 

障がいのある方の雇用及び雇用環境の改善等に取り組んでいただければと存じます。 

(2) 札幌市における就労支援施策 

一般企業向けリーフレットですが、どうぞご活用ください。 

(3) ジョブサポーターについて 

札幌市では障がいのある方の就労支援のために就業・生活支援センターを設置して

います。各センターにはジョブサポーターという企業との橋渡し役を担ってくれる職

員を配置しております。気軽に御相談ください。 

２ 障がい者施設等からの発注拡大について 

  札幌市においては、障がいのある方の雇用の場の創出だけでなく、障がい者施設が

供給する製品や役務等の発注拡大にも取り組んでおります。貴法人におかれましても、

発注拡大に引き続きご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

（担当 就労・相談支援担当係 電話 211-2936） 






















